
◎農林水産省設置法の一部を改正する法律 
（平成一五年六月一一日法律第七〇号）   

一、提案理由（平成一五年五月八日・衆議院農林水産委員会） 

○亀井国務大臣 農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の

理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 農林水産省は、食料の安定供給の確保及び農林水産業の健全な発展に資するため、従

来から安全な農林水産物の生産の確保のための施策を講じてきたところでありますが、

我が国初の牛海綿状脳症の発生が確認されるなど食の安全を脅かす問題が発生する中で、

消費者保護を一層重視した食品安全行政の確立が求められております。また、昨年六月

の食品安全行政に関する関係閣僚会議において、内閣府における食品安全委員会の設置、

リスク管理体制の見直し及び食糧庁組織の廃止等の既存組織の見直しを行うことが決定

されたところであります。 

 これらの点を踏まえ、農林水産省組織の改革再編を行うこととし、この法律案を提出

することとした次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、農林水産省の所掌事務について、農林水産物の生産過程における食品として

の安全性の確保に関する事務を明確化することとしております。 

 第二に、食糧庁を廃止するとともに、食糧庁の地方支分部局である食糧事務所及びそ

の支所を廃止することとしております。 

 第三に、地方農政局の分掌機関として、食品のリスク管理のための監視、指導や、従

来食糧事務所が行っていた主要食糧事務等を担う地方農政事務所を設置するとともに、

地方農政局の統計情報事務所及びその出張所を、地域における情報発信の役割をあわせ

持つ統計・情報センターに改組することとしております。 

 さらに、平成十八年度からは、統計・情報センターを地方農政事務所と統合し、地方

農政事務所の統計・情報センターとして位置づけることとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これら法律案及び承認案件の提案の理由及びその主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（平成一五年五月一六日） 

○小平忠正君 ただいま議題となりました六案件につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 農林水産省設置法の一部を改正する法律案は、農林水産物の食品としての安全性の確

保に関する所掌事務の整備、食糧庁の廃止等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、これら六案件について、四月十七日及び五月八日に亀井農林

水産大臣から提案理由の説明を聴取し、五月八日、十三日及び十五日に質疑を行い、五



月七日には現地調査を行うなど熱心に審査を行い、それぞれ質疑を終局いたしました。 

 かくて、五月十五日、まず、農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、

討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしま

した。 

……………（略）…………… 

 なお、同日、本委員会におきまして、食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運

用に関する件について決議したことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○決議（平成一五年五月一五日） 

 牛海綿状脳症の発生を契機とし、食品の安全性の確保に向けた取組みを確実なものと

していくことが重要な課題となっており、今国会で審査されている食品安全基本法案に

おいては、リスク分析手法を導入するとともに、国の内外における生産から販売に至る

一連の食品供給行程における安全性の確保が基本理念とされているところである。 

 よって政府は、食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運用に当たっては、国民

の生命と健康の保護を最優先として、左記事項の実現に努め、もって「食」の安全と安

心が図られるよう万全を期すべきである。 

記 

一 国の内外における食品供給行程のあらゆる要素が安全性の確保に影響を及ぼすおそ

れがあることにかんがみ、輸出国におけるリスク分析の状況や食品事故に関する情報

収集等に努めるとともに、輸入農林水産物等については、国内産品と同等の安全が確

保されるよう、関係機関が連携して適切に対処すること。 

二 食品安全行政を一体的に推進するため、国における関係機関の有機的連携を確保す

るとともに、国と地方との適切な役割分担の下、生産者・事業者に対する指導・監視

や情報の共有化等リスク管理を的確に実施できる体制を整備すること。 

三 国産牛肉のトレーサビリティシステムについては、円滑かつ確実に実施するため、

関係者への周知徹底を行うとともに、生産者・事業者に過度の経済的負担等が生じな

いよう必要な支援措置を講じること。 

  また、輸入牛肉を含むその他の食品のトレーサビリティシステムについては、各食

品の特性や流通実態等を踏まえ、「食」の安全と安心に対する消費者のニーズに対応

できるよう、その導入の推進を図ること。 

四 生産資材の安全性の確保及び使用の適正化が図られるよう、使用基準等の遵守、生

産者による使用状況の記帳等の指導を徹底するとともに、使用実態等の調査体制を強

化すること。 

  また、食品の安全に関する不測の事態に的確に対処できるよう、情報の収集・分

析・提供体制を強化するとともに、危機が発生した場合の関係機関の連携・対応等に

関するマニュアルを整備し、販売禁止・回収命令等が迅速かつ適切に行われるよう努



めること。 

五 ＨＡＣＣＰ手法の導入に当たっては、中小零細企業が大宗を占める我が国食品製造

業の実情に十分配慮し、関係事業者に対する啓発、人材の育成、施設の整備等につき

支援措置を講ずること。 

  また、食品製造業へのＨＡＣＣＰ手法の導入と併せ、生産から流通、消費に至る各

段階における食品の衛生・品質管理の促進に努めること。 

六 「食」の安全と安心が将来にわたって確保されるよう、法律の施行状況、社会経済

情勢の変化等を勘案しつつ、食品安全に係る制度や体制について、消費者の視点に立

って適切な運営に努めるとともに、必要に応じて所要の見直しを行うこと。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（平成一五年六月四日） 

○三浦一水君 ただいま議題となりました六案につきまして、農林水産委員会における

審査の経過と結果を御報告いたします。 

 まず、農林水産省設置法の一部を改正する法律案は、農林水産物の生産過程における

食品としての安全性の確保に関する所掌事務の明確化及び食糧庁の廃止等の措置を講じ

ようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、農林水産省のリスク管理体制の在り方、ＨＡＣＣＰ手法を導

入しやすい環境整備、生産資材に係る各種規制の十分な周知、輸入牛肉の安全性確保策

等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

……………（略）…………… 

 続いて、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より、農林水産省設

置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方

農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件に反対である旨の意見

が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、農林水産省設置法の一部を改正する法律案については多数

をもって、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、

食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案及び飼料の安全

性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案については全会一致をも

って、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案については、修

正案を否決した後、多数をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

……………（略）…………… 

 なお、本委員会におきまして、食品の安全性の確保に係る農林水産関係法律の施行に

関する決議を行いましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 



○決議（平成一五年六月三日） 

 我が国においては、経済社会の発展に伴い国民の食生活が豊かになる一方、食品流通

の広域化・国際化や科学技術の進展などを背景として、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生

を始め、食品の安全に関わる問題が相次いで発生している。 

 このため、今国会で食品安全基本法が制定され、国民の健康の保護を最優先に、リス

ク分析手法を導入し、国の内外における一連の食品供給行程における安全性の確保を図

ることを基本理念とし、関係府省が一体となって、食品安全行政を総合的に推進するこ

ととされたところである。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、特に次の事項の実現に努め、「食」の安全と安

心に万全を期すべきである。 

一 国の内外における食品供給行程のあらゆる要素が安全性の確保に影響を及ぼすおそ

れがあることにかんがみ、輸出国におけるリスク分析の状況や食品関連の事故に関す

る情報収集等に努め、輸入農林水産物や生産資材についてその安全が確保されるよう、

関係機関が連携して適切に対処すること。 

二 食品安全行政を総合的に推進するため、国の関係機関の有機的連携を確保するとと

もに、国と地方の適切な役割分担の下、生産者・事業者に対する指導・監視、情報の

共有化等リスク管理を的確に実施できる体制を整備すること。 

三 国産牛肉の生産履歴管理（トレーサビリティ）システムについては、円滑かつ確実

に実施するため、関係者に対し周知徹底を図るとともに、生産者・事業者に過度の負

担が生じないよう必要な支援措置を講ずること。 

  また、先般、未発生国といわれたカナダにおいてＢＳＥが発生したこと等にかんが

み、今後、未発生国でＢＳＥが発生した場合の当該発生国及びその輸出相手国からの

輸入牛肉の安全確保のため、 

 （一） 発生国等による迅速な情報提供がなされ、汚染のおそれのある家畜・畜産物

が輸出されることのないよう、早急に所要の措置を講ずること。 

 （二） 未発生国についても、発生のリスクに応じた侵入防止措置を講ずる必要があ

るため、我が国独自のＢＳＥステータス評価を速やかに行うこと。 

 （三） 輸入牛肉の安全・安心に対する消費者の強い要請を踏まえ、輸入業者や販売

業者に対し、トレーサビリティＪＡＳ制度に取り組むなどにより、輸入牛肉の生産

履歴情報を幅広く消費者に提供する努力を行うよう、指導すること。 

 （四） 現在、我が国の消費量の六割を超えている輸入牛肉について、その安全性に

対する消費者の懸念を払拭するため、新たな制度等を含め所要の措置を検討するこ

と。 

四 生産資材の安全性及びその使用の適正化を確保するため、生産者等に対し周知徹底

を図るとともに、使用実態等の調査体制を強化すること。 

五 食品の安全性に関する不測の事態に的確に対処できるよう、情報の収集・分析・提



供体制を強化するとともに、危機が発生した場合の関係機関の連携・対応等に関する

マニュアルを整備し、販売禁止措置や回収命令などが迅速かつ適切に行われるよう努

めること。 

  また、人畜共通感染症に関する調査研究及び輸入検疫を強化すること。 

六 ＨＡＣＣＰ手法の導入に当たっては、中小零細企業が大宗を占める我が国食品製造

業の実情に十分配慮し、関係事業者が取り組みやすいよう、その啓発、人材の育成、

施設の整備等につき支援措置を講ずること。 

  また、「農場から食卓まで」のフードチェーンの各段階における食品の衛生・品質

管理の促進に努めること。 

七 「食」の安全と安心が将来にわたって確保されるよう、法律の施行状況、社会経済

情勢の変化等を勘案しつつ、食品安全に係る制度や体制について消費者の視点に立っ

て適切な運営に努めるとともに、必要に応じて所要の見直しを行うこと。 

 右決議する。 


